
機械設備工事特記仕様書(1)

機械設備工事特記仕様書(2)

機械設備工事特記仕様書(3)

機械設備工事特記仕様書(4)

Ｍ

A1:－

A3:－

　

矢口　正宏

（一級建築士　　登録第244140号）
（構造設計一級建築士　第7059号）

【構造関係規定に関わる部分が適合する】

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

（設備設計一級建築士　第5999号）

山本　篤史

（一級建築士  　登録第361974号）

　

表紙・図面リスト
Ａ－０１
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表紙・図面リスト
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建築改修工事特記仕様書(2)

図面番号 図　面　名　称

－

－
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電　　気　　設　　備　　図 機　　械　　設　　備　　図
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国保中央病院設備改修工事

国保中央病院設備改修工事

建築改修工事特記仕様書(1)

附近見取図・配置図

屋上防水改修図

Ｍ 07－

電気設備工事特記仕様書(1)

電気設備工事特記仕様書(2)

非常用発電機　地下1階平面図（撤去・更新）

空調配管設備　5階平面図(ドレン洗浄)

空調配管設備　6階平面図(ドレン洗浄)

空調配管設備　7階平面図(ドレン洗浄)

自動火災報知設備　系統図・特記仕様

自動火災報知設備　2階平面図(撤去・更新)

非常放送設備　系統図・機器姿図(撤去・更新)

ナースコール設備　系統図・機器姿図

自動火災報知設備　4階平面図(撤去・更新)

自動火災報知設備　6階平面図(撤去・更新)

ナースコール設備　1階平面図（撤去・更新）

ナースコール設備　2階平面図（撤去・更新）

ナースコール設備　3階平面図（撤去・更新）



・設ける（Ｍ３Ｄ，Ｐ０Ｄ，Ｐ０ＤＩ，Ｍ３ＤＩ，Ｍ４ＤＩ，Ｍ３ＡＳ，Ｐ０ＡＳ，

　　種類及び設置数量　※ルーフィング類製造所の指定するもの

Ｍ３ＡＳＩ，Ｍ４ＡＳＩ，Ｐ０ＡＳＩ，Ｐ０Ｓ，Ｐ０ＳＩ，Ｓ４Ｓ，Ｓ４ＳＩ，

[3.3.3][3.4.3] [3.5.3] [3.6.3]３ 脱気装置

　Ｓ３Ｓ，Ｓ３ＳＩ，Ｍ４Ｓ，Ｍ４ＳＩ，Ｐ０Ｘ，Ｌ４Ｘ工法の場合)

[3.2.5]

・設ける(Ｐ０ＡＳ，Ｐ０ＡＳＩ，Ｐ０Ｄ，Ｐ０ＤＩ，Ｐ０Ｓ，Ｐ０ＳＩ，改修用ドレン２

　Ｐ０Ｘ工法の場合)

[3.1.3][3.8.3]

・　方法（とい共）

１ 降雨等に対する養生 ※改修標準仕様書3.1.3(5)による

A1:－

A3:－

　

矢口　正宏

（一級建築士　　登録第244140号）
（構造設計一級建築士　第7059号）

【構造関係規定に関わる部分が適合する】

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

（設備設計一級建築士　第5999号）

山本　篤史

（一級建築士  　登録第361974号）

　種類　※施工箇所面に枠組足場を設ける。

　　　　・施工箇所面に単管本足場を設ける。

　　　　・施工箇所面にくさび緊結式足場を設ける。

１ 内部足場足場その他

　※きゃたつ、足場板等　・　

外部足場

　　　　・仮設ゴンドラを使用する。

　　　　・移動式足場を使用する。

※足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」について」

（厚生労働省　平成21年4月）の「手すり先行工法等に関するガイドライン」

により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、

中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業

は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の２の(2)手すり

据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。

防護シートによる養生　　・養生シート（防炎1類）　・防音シート

　　　　　　　　　　　　・朝顔養生　・　

材料、撤去材等の運搬方法

　・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　・Ｅ種

[2.2.1]

[2.2.1][表2.2.1]

[2.2.1]

[2.2.1]

よる安全データシート(SDS)等により確認を行い、石綿含有建材を使用しない。

　本工事に使用する材料については、標準仕様書1.3.11(2)に準じて、JIS Z 7253に

石綿含有建材

 ４）旧JASのFco規格品

 ３）旧JISのEo規格品

 ２）建築基準法施行第20条の7第3項による国土交通大臣認定品

 １）JIS及びJASのF☆☆☆規格品

ホルムアルデヒドの放散量が「第三種」に該当する材料とは以下のものとする。

六価クロム溶出試験等

　　　　　　工　　法　：　配合設計段階　　検体、施工後段階　　検体

　　本工事は「六価クロム溶出試験(及びタンクリーチング試験)」の対象工事

　であり、下記に示す工種についての六価クロム溶出試験(及びタンクリーチン

　グ試験)を実施し、試験結果(計量証明書)を提出する。

　　なお、試験方法は、セメント及びセメント系固化剤を使用した改良土等の

　六価クロム溶出試験要領による。

　　　　　　工　　法　：　配合設計段階　　検体、施工後段階　　検体

※六価クロム溶出試験(及びタンクリーチング試験）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　検体

　　　　　　工　　法　：　　検体

　　　　　　工　　法　：　　検体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　検体

20

　　　六価クロム溶出試験対象工法名及び検体数

　　　タンクリーチング試験対象工法名及び検体数

ホルムアルデヒドの放散量が「規制対象外」に該当する材料とは以下のものとする。環境への配慮

ｂ.接着剤等不使用

ｃ.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用

ｄ.ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用

ｅ.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用

ｆ.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用

ａ.非ホルムアルデヒド系接着剤使用

[1.4.1] １）JIS及びJASのF☆☆☆☆規格品

 ３）下記表示のあるJAS規格品

 ２）建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品

21

建 築 材 料 等９

特別な材料の工法10

・パッシブ型採取機器　　・　測定方法

測定対象室

測定箇所数

・県土マネジメント部建築工事の監督及び検査の実施に関する取り扱い要領による

・　

[1.8.1][1.8.2][1.8.3]

・施工図、施工計画書

・保全に関する資料（提出部数　１部　・　　部）・　

・完成図ＣＡＤデータ（ＣＤ－Ｒ等）

・工事写真、各種承諾図、保証書等　

　・改修標準仕様書表1.8.1による

17

・カラーパネル半切 ・０  ・１  ・２

　　　同上

・０  ・６  ・９

・カラーキャビネ判

・カラーサービス判

 　　同上

 監督員指示による

・作業基準による ・作成基準による

　備考　　分類・規格 　　撮影枚数 　部数

工事写真・完成写真
[1.2.4]

※工事写真　奈良県県土マネジメント部監修　工事写真の撮影要領による。

設備工事との取合い18

設 計 Ｇ Ｌ19

・行う

　検査の時期

・行わない

・完成図（施工図、施工計画書を除く）

　・　

　設備機器の位置､取り合い等が検討できる施工図を提出して監督員の承諾を受ける。

・図示　・　

　・自動閉鎖装置取付の箇所の切り込み及び補強

　・駆動装置が電動による建具類の２次配線及び操作スイッチ

　・図示した壁、天井仕上材、下地材の切り込み及び下地材の補強

　・図示した貫通孔、開口部の型枠及びそれらの補強

施工範囲

　・監督員の承諾する撮影業者。

・完成写真撮影業者（完成写真撮影場所は監督員の指示による）

・完成写真として、全紙パネルを（　　）部提出する。

　　　（ただし、上記写真は、アルバム製本とする。）

※完成時

※工事中

※着工前

　区分

　なお、製本図面サイズは監督員の指示とする。

　　２原図訂正可）し、糊張製本図面（　　）部提出する。

　※受注者に於いて設計図に基づき全ての図面を完成図として作成（設計図第

完成図の作成方法16 完 成 図

　※完成図は､原則として黒文字製本とし､表紙の書き方は監督員の指示とする。

15

14 中間技術検査

完成時の提出図書

・着工前及び施工完了時に室内空気中の濃度測定を行い報告する。

※施工完了時に室内空気中の濃度測定を行い報告する。

　 スチレン：0.05 ppm   パラジクロロベンゼン：0.04 ppm

　 ホルムアルデヒド：0.08 ppm   エチルベンゼン：0.88 ppm

　について」及び「学校環境衛生基準」に基づく化学物質を対象とするものと

　部におけるホルムアルデヒド等の室内空気中の化学物質の抑制に関する措置

※室内空気中の化学物質の濃度測定については、平24国営整第４号「官庁営繕化学物質の濃度測定13

　 トルエン：0.07 ppm   キシレン：0.05 ppm

　し、室内濃度指針は次による。　（室温２５℃に換算すること。） [1.6.9]

12 技 能 士

施 工 調 査11 施工数量調査

　調査範囲　・図示　・　

　調査方法　・図示　・　

既存部分の破壊を行った場合の補修方法

　・図示　・　

・全て

・　

・全て

・　

　　　　　　　・左官　・コンクリート圧送施工　）

耐震改修工事（・鉄筋施工　・型枠施工　・とび

塗装改修工事（・塗装　　・左官　　　　　　　） ・全て　・　

内装改修工事（・内装仕上げ施工　・タイル張り

・　　

・全て

　　　　　　　・建具製作　　　　　　　　　　）

建具改修工事（・サッシ施工　・ガラス施工　　

作業の種別技能検定の職種

・全て

・全て　・　

・　　　

外壁改修工事（・左官　・ﾀｲﾙ張り　・塗装

防水改修工事（・防水施工　・左官　・建築板金）

　　　　　　　・樹脂接着剤注入施工　　　　　）

　　　　　　　・表装　・左官　・建築大工　　　）

[1.6.2]

[1.5.3]

[1.5.2]

[1.5.2]

製造所の指定する工法とする。

　改修標準仕様書、標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、材料

※ホルムアルデヒド放散等級Ｆ☆☆☆☆の規格に適合するものを使用する。

建築材料等評価名簿（最新版）」による。

国土交通省大臣官房官庁庁営繕部監修「建築材料・設備機材等品質性能評価事業

　なお、本特記仕様書に後述する建築材料表において特記されたものについては、

る場合は、監督員の承諾を受ける。

図書に規定するもの又はこれらと同等のものとする。但し、同等のものとす

　本工事に使用する材料等のうち、特定のものが特記された場合には、設計

※ＶＯＣ発生量の少ないものを使用する。

※アセトアルデヒド及びスチレンが発散しないか、発散が少ないものを使用する。

※トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ないものを使用する。

１．工事場所

２．建物概要

３．工事種目

　Ⅰ．工事概要

[1.7.2]

[1.8.2][表1.8.1]

２
　
仮
 
設
 
工
 
事

項　　　目章 特　　　記　　　事　　　項

（３）特記事項に記載の［　］内表示記号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

２．特記仕様

（１）項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

（２）特記事項は、・○印の付いたものを適用する。

　　　○・印のつかない場合は、※印の付いたものを適用する。

　　　・○印と※○印の付いた場合は、共に適用する。

　　　(　)内表示記号は標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

  ことが困難若しくは不都合が生じた場合は、監督職員と協議する

（３）設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書による

  とし、これにより難い場合は、（３）による。

　１ 質問回答書 (２から５までに対するもの),２ 現場説明書,３ 特記仕様書,４ 図面,５ 改修標準仕様書

（２）全ての設計図書は、相互に補完する。設計図書間に相違がある場合の適用の優先順位は、

　仕様書に規定されている項目以外は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築

（１）図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事

１．共通仕様

　Ⅱ．建築改修工事仕様

３ 工事実績情報の登録

実施工程表４

施工計画書５

発生材の処理等６

電気保安技術者７

施 工 条 件８ ※現場説明書による　　・　　

※適用する

　・ひ素、カドミウム含有石膏ボード

　・ＣＯＡ処理木材

処理に注意を要する建設廃棄物

　相当額を支払うこと。

　　なお、県内の最終処分場に搬入することとなる場合は、奈良県産業廃棄物税

　を提出する。

　　関係法令に従い構外排出適切処理とし、産業廃棄物管理票（マニフェスト）

※産業廃棄物の処理

※再生資源利用［促進］計画(実施)書を提出する。

　・蛍光ランプ、ＨＩＤランプ　　・硬質ポリ塩化ビニル管、継手　　・ガラス

　・金属類　　・小型二次電池

・再資源化を図るもの

　・コンクリート塊　　・アスファルトコンクリート塊　　・建設発生木材

・再資源化を図るもの（県内処理）

　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・現場において再利用を図るもの

特別管理産業廃棄物　　改修特記仕様書　１０章による

・引渡しを要するもの（　　　　　　　　　　　　　）

（安定5品目：がれき類、ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、金属くず類、ｺﾞﾑくず）

・県内処分場にて処理する。（安定５品目）　　半径（　  　）km.以内

監督職員に提出する。

段階を定めた施工計画書（工種別施工計画書）を、工事の施工に先立ち作成し、

書）を作成し、監督職員に提出する。

直ちに変更し、当該部分の施工に先立ち、監督職員の承諾を受ける。

実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支障がないよう実施工程表を

工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。

※適用する

※県土マネジメント部建築工事監督及び検査必携　　奈良県県土マネジメント部

※建築物解体工事共通仕様書　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版)

・建築工事監理指針上･下　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版)

・建築改修工事監理指針上･下　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版)

※建築工事標準詳細図　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和4年度版)

[1.1.4]

[1.2.1]

[1.2.2]

[1.3.12]

また、品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。

※建築及び設備工事監督･検査事務処理様式集　　　 奈良県県土マネジメント部

(1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書（総合施工計画

(2) 品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う

(3)(1),(2)の施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、監督職員の承諾を受ける。

[1.3.5]

[1.3.3]

１
　
改
 
修
 
工
 
事
 
一
 
般
 
事
 
項

　電気設備工事、機械設備工事

２

　　　　届出手続等

(1) 工事の着手、施工及び完成に当たり、関係法令等に基づく官公署その他の関係機関への

必要な届出手続等を直ちに行う。なお、届出内容について、あらかじめ監督職員に報告する。

(2) 関係法令等に基づく官公署その他の関係機関の検査に必要な資機材、労務等を提供する。

・　

１ 適 用 基 準 等

官公署その他への

養生方法既存部分の養生２

既存ブラインド，カーテン等の養生方法及び保管場所等

　※ビニルシート等による　・　

　・　

固定された備品、机、ﾛｯｶｰ等の移動

　・行う（図示）

既存部分おける既存家具等の養生

　※ビニルシート等による　・　

仮設間仕切りの種別

・せっこうボード張り（厚さ　※9.5　・　　）

・合板張り（厚さ　※9.0　・　　　　）

※Ｃ種

・Ａ種

・行う

片面への塗装

シート張り

材質

・Ｂ種

種別

仮設扉の種別

　※木製扉、合板張り程度　・　

３

仕上の程度

監督職員事務所

４

備品等

監督職員事務所の

　　位置　・既存建物内の一部を使用する

・設ける

　　　　　・構内に新設する

　　　　　　　規模　・10㎡程度　・20㎡程度　・30㎡程度　・　　㎡程度

　　 　　　　　　　　　仕　　　　　様 部　　　位

 　　床

 内壁・天井

 屋　　　根

　・ 　

　※ 塗装溶融亜鉛メッキ鋼板塗り又は鉄板張り＋塗装

　※ 合板張り又は石膏ボード張り＋塗装　・  

　※ 合板張り又はビニル床シート張り　　・  

監督員事務所の備品等の種類及び数量は以下の表による

　　　　　組 　　　　　台 　　　　　個 　　　　　個

　　　　　個

机・椅子

ゴム長靴 雨がっぱ 安全帯

備品の種類

数　　量

備品の種類

数　　量

備品の種類

数　　量

備品の種類

数　　量

書棚

　　　　　着　　　　　足

ホワイトボード
黒板又は

その他事務所として通常必要な備品を揃えること

　　　　　台

掃除具 パソコン 周辺機器

　　　　　個　　　　　台

湯沸器

　　　　　台　　　　　台

加入電話機衣類ロッカー 冷暖房機器

　　　　人用　　　　　個

懐中電灯

　　　　　個

ヘルメット

掛時計

[2.4.1]

[2.4.1]

[2.3.2]

[2.3.2][表2.3.1]

[2.3.1]

[2.3.1]

[2.3.1]

[2.3.1]

[1.1.3]

建築改修工事特記仕様書(1)

　

Ａ－０２

国保中央病院設備改修工事

　

　

　

　防水改修／ＲＣ -７Ｆ／改修部分：7階及び塔屋陸屋根部の防水改修

　標準仕様書（建築工事編）令和4年版」（以下「改修標準仕様書」という。）による。　ただし、改修標準

　工事編）令和4年版」（以下「標準仕様書」という。）による。

３
　
防
 
水
 
改
 
修
 
工
 
事

　・Ｌ４Ｘ工法

防水改修工法の種類

　・Ｐ０Ｘ工法

　・Ｐ１Ｙ工法

　・Ｐ２Ｙ工法

 ・Ｄ－１  ※Ｄ－2

[表3.1.1][3.3.3][表3.3.3～表3.3.10]４ アスファルト防水

[3.3.2]

　  種別

 屋根保護防水

 屋根露出防水

 屋根露出防水

 絶縁断熱工法

 屋内防水  ・Ｐ1Ｅ工法　 ・Ｐ2Ｅ工法

 ・Ｍ4ＤＩ工法

 ・Ｐ0ＤＩ工法 ・Ｍ3ＤＩ工法

 ・Ｍ3Ｄ工法　 ・Ｐ0Ｄ工法

 ・Ｍ4Ｃ工法

 ・Ｐ2Ａ工法

 ・Ｐ2ＡＩ工法

 ・Ｐ1ＢＩ工法 ・Ｔ1ＢＩ工法

 ・Ｐ1Ｂ工法

新規防水層の種別　防水改修工法の種類

 ・Ｂ－1　 ※Ｂ－2 ・Ｂ－3

 ・ＡＩ－1 ※ＡＩ－2

 ・ＢＩ－1 ※ＢＩ－2　

 ・Ｃ－１  ※Ｃ－2

 ・Ａ－1　 ※Ａ－2

 ・Ｃ－３  ・Ｃ－4

 ・Ｄ－３  ・Ｄ－４

 ・ＤＩ－1 ※ＤＩ－2

 ・Ｅ－１　 ※Ｅ－2

・Ａ－3

・ＢＩ－3

・ＡＩ－3

部分粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ及び改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの種別及び厚さ

 ・部分粘着層付改質

　 アスファルトルーフィング

 ・改質アスファルト

 　ルーフィングシート

押さえ金物の材質、形状寸法

　※アルミニウム製、Ｌ－30×15×2.0程度　・　

 ※非露出複層防水層Ｒ種

 ・　

 ※露出単層防水用Ｒ種

 ・　

 厚さ(mm)

 ・

 ・

[3.3.2]

・図示による

 ・Ｌ4Ｘ工法

　

７ 塗膜防水 [表3.1.1][3.6.3][表3.6.1][表3.6.2]

※Ｘ－１　　　・ Ｘ－２

新規防水層の種別

・Ｘ－１　　　※Ｘ－２　

※Ｙ－２　　　・　

　備考

　保護層

・設ける　・設けない

既存塗膜防水層表面の仕上げ塗装（Ｌ４Ｘ工法の場合）

　・除去する

[3.2.6]

[3.6.3]Ｐ０Ｘ工法、Ｌ4Ｘ工法の仕上げ塗料塗り

　・有り　　種類（　　　　　　　　　　　　　　）

・図示による

・Ｅ－１の工程３を行う部位（※貯水槽、浴槽等常時水に接する部位　・　　　　　）

Ｐ１Ｙ工法、Ｐ２Ｙ工法の各工程の使用量

　※主材料の製造所の仕様による　・　

　使用量（※製造所の仕様による　・　　　　　　　　　　）

[3.6.3]

シーリング シーリング改修工法の種類

　・シーリング充填工法

　・シーリング再充填工法

　・拡幅シーリング再充填工法

　・ブリッジ工法

シーリング材の種類、施工箇所

８

　※被接着体に応じたものとし、改修標準仕様書表3.7.1を標準とする

　・種類（　　　　　　　　）　　施工箇所(　　　　　　　　　）

ブリッジ工法

　

シーリング材の目地寸法

　箇所

 その他の場合

 ガラス回りの目地

　ボンドブレーカー張り　　・適用する

　エッジング材張り　　・適用する

接着性試験

　※簡易接着性試験

　・引張接着性試験（部位　　　　　　　）

 ｺﾝｸﾘｰﾄ打継ぎ目地､ひび割れ誘発目地 　※20以上　・　

　※ 5以上　・　

　※10以上　・　

　幅(㎜) 　深さ(㎜)

　※10以上　・　

　※ 5以上　・　

　※10以上　・　

[3.1.4][表3.1.2]

[3.7.7]

[3.7.3]

[3.7.8]

[3.1.4][3.7.2][4.2.2][表3.7.1]

　奈良県磯城郡田原本町宮古４０４番地の１　国保中央病院本館

　国保中央病院設備改修工事　特記仕様書

　仮設工事、屋上防水改修工事



 ・6.0・0.8けい酸カルシウム板(0.8FK)

A1:－

A3:－

　

矢口　正宏

（一級建築士　　登録第244140号）
（構造設計一級建築士　第7059号）

【構造関係規定に関わる部分が適合する】

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

（設備設計一級建築士　第5999号）

山本　篤史

（一級建築士  　登録第361974号）

既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井、壁、床の改修範囲１

２ 既存床の撤去、

　　　　　下地補修

３ 既存壁の撤去、

下地補修

取合い等

他の部位との 　　　　・　

　※壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う

　・　

天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲

　※壁面より両側600㎜程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う

　・　

天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修

　※既存のまま　　・　

浮き、欠損部等による下地モルタルの撤去　　・行う

[6.1.3]

[6.1.3]

[6.1.3]

[6.2.2]

[6.2.2]

[6.2.2]

[6.3.2]

軽量鉄骨天井下地９

　

軽量鉄骨壁下地10

目地処理する場合の工法

11

・無地※2.0※ＦＳ

・　

色　柄

・　

厚さ(㎜)種類の記号

ビニル床シート

12 ビニル床タイル

　※図示（図面番号　　　　）

スタッドの高さが５ｍを超える場合

　※改修標準仕様書表6.7.1による　・　

スタッド、ランナーの種類

　補強方法　※図示

・天井ふところが3.0ｍを超える場合

　・

　※改修標準仕様書6.6.4（8）による

・天井ふところが1.5ｍ以上3.0ｍ以下の場合の補強方法

　・行わない

　　　　 　　　　　　天井の場合は400N程度）

　　　　　　 　　　　天井面構成部材等の単位面積当たりの質量が20kg/㎡以内の

　　　　　　 　　　　※吊りボルト受け等の間隔が900mm程度以下かつ

　　　　　（確認強度　・　　　　Ｎ

　・行う　（試験箇所　・　　箇所　※屋内の場合、当該階において3箇所）

あと施工アンカーの確認試験　

　・図示（図面番号　　　　）・　

屋外の野縁の間隔

　・図示（図面番号　　　　）　・900以下

屋外の野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔

　屋内　※19型　・25型

　屋外　・19型　※25型

野縁等の種類

　※改修標準仕様書4.4.9による　　・　

　　　　　　　　　　　　・　

間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修

改修後の床の清掃範囲　　・図示（図面番号　　　　　）　

　・機械的除去工法　・目荒し工法

合成樹脂塗床材の撤去工法

[6.6.2][表6.6.1]

[6.6.3]

[6.6.4]

[6.8.2][6.8.3]

[6.7.3][表6.7.1]

[6.7.3][表6.7.1]

※KT

 寸法　厚さ(mm)

 ※2.0

 ・

種類の記号 色柄

・ ・

・

　・

　※熱溶接・　

・2.0

・  

種　類

・帯電防止床シート

性　能

・体積抵抗値＜ 　　＞Ω以下

・

厚さ(㎜)

13 帯電防止床シート、

床タイル、

防滑性床シート、

床タイル

15 ビニル幅木

[6.8.2]

[6.8.2]

[6.8.2]

17 カーペット敷き

材　種

・軟質　・硬質

高さ（㎜）

※60　・　

厚さ(㎜)

　※1.5以上　・

タイルカーペット

 品質の程度 総厚さ(㎜)

 ・ｶｯﾄ、ﾙｰﾌﾟ併用

 ※ループパイル

 ・カットパイル

 寸法(㎜)

 ※500×500

 ・

　(品質の程度は参考商品である)

・第二種

※第一種

種別  パイル形状

 ・

 ※6.5  ・防炎品

 ・静電気防止品

 ・ﾄﾘﾌﾟﾙﾌﾚｯｼｭ加工品

タイルカーペットの敷き方

平　　場

階段部分

　※市松敷き　・模様流し　・　

　・市松模様　※模様流し　・　

[6.9.3]

[6.9.2][表6.9.2]

・帯電防止床タイル

・防滑性床タイル　種類（　　　　　　　　　　）　厚さ（　　　×　　ｍｍ）

・防滑性床シート　種類（　　　　　　　　　　）　厚さ（　　　）ｍｍ

せっこうボード、その他のボード類21 せっこうボード、

その他のボード及び

　　　　　合板張り せ
っ
こ
う
ボー

ド
製
品

・せっこうボード(GB-R)

・シージングせっこうボード(GB-S)

・強化せっこうボードGB-F)

・化粧せっこうボード(GB-D)

・せっこうラスボード(GB-L)

・不燃積層せっこうボード(GB-NC)

 ・9.5 ・12.5 

 ・9.5 ・12.5 

 ・9.5 ・12.5 

 ・9.5

厚さ(mm)種　　　類名称

[6.13.2][表6.13.1]

22 壁紙張り

(品質の程度は参考商品名である)

防火性能の等級品質の程度施工箇所

下地調整

　モルタル、プラスター面　　・ＲＡ種　※ＲＢ種　・ＲＣ種

　コンクリート面　　　　　　・ＲＡ種　※ＲＢ種　・ＲＣ種

　せっこうボード面　　　　　・ＲＡ種　※ＲＢ種　・ＲＣ種

[6.14.3][表7.2.4][表7.2.5][表7.2.7]

[6.14.2]

・不燃　・準不燃　・　

・不燃　・準不燃　・　

・不燃　・準不燃　・　

26 清掃

27

改修後の床の清掃範囲

※床、壁、天井範囲とし、詳細は監督職員との協議による。

接着材に含まれる可塑剤は難揮発性のものとする

壁紙施工用でん粉系接着剤、ユリア樹脂等を用いた接着剤

のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの放散料

　※規制対象外　・第三種

[6.2.2]

[6.5.3][6.8.2]

[6.9.3][6.11.4]

[6.11.5][6.13.2]

[6.14.2][6.14.4]

[7.2.1][表7.2.1～7]

[7.2.2][表7.2.1]

[7.2.3][表7.2.2]

[7.1.3]

　　・ＲＡ種　※ＲＢ種　・ＲＣ種

１

[7.2.7][表7.2.7]

[表7.2.5]

[7.2.6][表7.2.6]

[7.2.6][表7.2.5]

[7.2.4][表7.2.3]

[7.2.5][表7.2.4]

[表7.2.4]

７
　
　
塗
 
装
 
改
 
修
 
工
 
事

２ 下地調整

防火材料 ※屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする

・次の箇所を除き防火材料とする（　　　　　　　　　　　　　）

既存塗膜の除去範囲（塗替えでＲＢ種の場合）

　※塗替え面積の30％とする　・図示

下地調整の種別

　木部

　　・ＲＡ種　※ＲＢ種　・ＲＣ種

　鉄鋼面

　亜鉛めっき鋼面

　　・ＲＡ種　※ＲＢ種　・ＲＣ種

　モルタル面、プラスター面

　　・ＲＡ種　※ＲＢ種　・ＲＣ種

　　ひび割れ部の補修　　・行う

　コンクリート面、ＡＬＣパネル面（DP以外の場合）

　　・ＲＡ種　※ＲＢ種　・ＲＣ種

　　ひび割れ部の補修　　・行う

　コンクリート面、押出成形セメント板面

　　ひび割れ部の補修　　・行う

　せっこうボード面、その他ボード面

　　・ＲＡ種　※ＲＢ種　・ＲＣ種

錆止め塗料塗りの種別錆止め塗料塗り３

※Ａ種　　・　

塗装面 塗料の種別

Ａ種

※Ｂ種　・Ａ種

塗替え

新規鋼製建具等

鉄鋼面

亜鉛めっき鋼面 ＥＰ－Ｇ以外

ＥＰ－Ｇ

新規鋼製建具等

塗替え Ｃ種

Ｃ種 ※Ａ種　　・　

※Ｃ種　　・　

※Ａ種　　・　※Ａ種　・Ｂ種

※Ａ種　・Ｂ種 ※Ｃ種　　・　

※Ｂ種　　・　※Ｂ種　・Ａ種新規見え隠れ

新規見え掛り

塗替え ※Ｂ種　・Ａ種 ※Ｃ種　　・　

ＥＰ－Ｇ以外 塗替え

新規見え掛り

新規見え隠れ Ａ種

Ａ種 ※Ｃ種　　・　

※Ａ種　　・　

※Ｂ種　　・　

工程の種別

ＥＰ－Ｇ

[7.3.2][7.3.3]

[7.4.2]合成樹脂調合

　　　ペイント(SOP)

４

木部の合成樹脂調合ペイント塗り

塗料の種別　　※１種　・２種

（多孔質広葉樹を除く）　屋内 ・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種

※Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　屋外新規の場合

塗替えの場合 ・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種

鉄鋼面合成樹脂調合ペイント塗りの種別

・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種

亜鉛メッキ鋼面合成樹脂調合ペイント塗りの種別

鋼製建具の塗替えの場合

上記以外 ・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種

※Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種

[7.4.4][表7.4.2]

[7.4.5][表7.4.3]

[7.4.3][表7.4.1]

種別　　・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種

しみ止め（塗替えの場合）

　※改修標準仕様書7.10.2.(2)による　・　

　　 ﾍﾟｲﾝﾄ塗り(EP)

合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝ９ [7.10.2][表7.10.1]

[7.10.2]

９
　
環
境
配
慮
改
修
工
事
　
石
綿
処
理

１ 施工調査等 施工調査（石綿含有建材の有無）

※行う　　・行わない

　目視及び設計図書等により製品名、製造所名、製造年等を確認し、調査結果を

　取りまとめ監督職員に提出する。

既存の石綿含有建材の調査報告書の貸与

　　・行う（・設計時の調査報告書　・分析結果報告書　・　　　　　　　　）

石綿含有建材の分析調査

　　・行う（適用範囲　　　　　　）　　・行わない

　分析方法

　　・JIS A1481-1　・JIS A1481-2　・JIS A1481-3　・JIS A1481-4

　　※「建材中の石綿含有率の分析方法」（平成18年8月21日基発第0821002号、

　　　最終改正　平成28年4月13日　基発0413第3号）による。

[9.1.1]

６
　
　
内
 
装
 
改
 
修
 
工
 
事

１ 一般事項10
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
理

分析調査

　　微量ＰＣＢ（　　　　　　）　　　　　・行う　　　　・行わない

　　ＰＣＢ含有シーリング（　　　　　　）・行う　　　　・行わない

ダイオキシン類のサンプリング調査

　　　・行う（適用範囲　　　　　　）・行わない

２ 特別管理産業廃棄物の処分等 ・特別管理産業廃棄物

　種類

・廃石綿等

・PCBを含む機器類

・PCB含有シーリング材

　処分（処理）方法

 改修工事標準仕様書9章1節[石綿含有建材の除去工事]による。

 保管（保管場所：　　　　　　　　　　　　　）

 保護手袋着用の上、手ばらしし

 保管（保管場所：　　　　　　　　　　　　　）

 焼却処分又は中間処理施設で再生処理

 ・[5.3.1]による

 ・中和処理

 ・焼却処分

 ・中間処理施設で再生処理

・廃酸／廃アルカリ

・廃油

・ダイオキシン類

　ダイオキシン類の解体方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

  （　　　　　　　　　　　　　　　　　）

[1.3.12]

接着剤

　無機質クロス

記号 項　目 備　考細　　目 建築

 空気調和設備工事関係

 電気設備工事関係

 設備間の取合

 その他

（1）電柱（新設、移設共）

（2）煙感知器連動防火戸のラッチ受座取付用切込補強

（4）自動ドア電源供給（１次配線）

（6）電動シャッター電源供給（１次配線）

（7）電動シャッター電源供給（２次配線）

（8）ユニット機器等電源供給（１次配線）

（9）ユニット機器等電源供給（２次配線）

（10）パッケージ形空調機電源供給（１次配線）

（1）機器付属の制御盤以降の配管配線（接地共）

（2）機器付属の制御盤への電源供給配管配線

（1）外部ガラリ（ダクト接続の場合取付枠共）

（2）内部ガラリ（ドアガラリ）

（3）内部ガラリ（レターンガラリ）

（4）厨房フード（幕板、吊りボルト共）

（5）換気扇用取付枠

（6）ウエザーカバー

（7）防火区画、ダクト貫通部鋼枠

                                     の渡り配管配線

（3）自動制御盤と動力制御盤への電源供給及び操作回路

　　　　　　　　　　　　　　　 との配管配線及び接地

（8）パッケージ形空調機（ルームエアコン等を含む）の

（7）電極棒及び電極帯

（6）小便器用節水装置への電源供給配管配線

（5）煙感知器から連動制御盤を経て防火ダンパーに至る配管配線

（4）空冷パッケージ及び全熱交換形換気扇と操作スイッチ

　　　　　　　　　　　　　　   次側配管配線及び接地

（1）配管、配線トラフ（ふた、セパレーター共）

（2）点検口（床、天井、壁、補強共）

（3）屋外貯油槽

（4）ガス漏れ警報器（単独）

（5）引き渡しまでの電力・水道料金

（5）自動ドア電源供給（２次配線及びｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ）

（3）煙感知器連動防火戸の磁石式吸着板、電磁式ﾗｯﾁ受座取付

　
　
工
　
事
　
区
　
分

 躯体の開口補強

 仕上材の開口補強

 衛生設備工事関係

（2）汚水、雑排水（配管、ます、ふた）

（4）下水本管への接続

（5）機械室、ます、ふた

（6）屋外くつ洗い流し

（7）便器、洗面器

（3）　 　敷地内合流（雨水、汚水、雑排水）の場合

（8）洗面カウンター

（9）ステンレスL型手摺

（10）ステンレス手摺(小便器用)

（11）ステンレス跳ね上げ手摺

（12）背もたれ（多目的便所 大便器用）

（13）スタイルボード

（14）オムツ交換ベッド

（15）ダストボックス

（16）ベビーチェアー

（17）黄銅製 フック

（18）化粧鏡（多目的便所共）

（1）貫通孔材

（2）貫通孔材の補強筋

（3）床、壁開口部の箱入れ及び・補強筋

（4）貫通孔、箱入れ穴埋め

（5）上記の墨出し及び集計（梁、床、壁）

（1）天井、軽鉄間仕切りの開口(ボード等の切込み及び補強共)

（2）アウトレッドボックス類

（3）上記の墨出し及び集計

（1）雨水排水（配管、ます、ふた）

 基　　　礎

　　　（軽荷重）屋外機

（1）屋外基礎

（3）

1 　仮　　　設

　 　墨出し、養生、清掃

（4）既存部分の養生

（5）工事用電力、電話、水道引込工事

（6）上記料金

（7）監督員事務所

（8）現場事務所

（9）仮設便所

（10）仮囲い、ゲート

（11）道路清掃

（12）洗車員

２

３

４

５

６

７

８

９

（2）内部足場 ● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ●

● ●

（1）外部足場

建築改修工事特記仕様書(2)

　

Ａ－０３

電気
設備 設備

機械

●

国保中央病院設備改修工事

　

セメント板

繊維強化

・1.0けい酸カルシウム板(1.0FK)



矢口　正宏

【構造関係規定に関わる部分が適合する】

（一級建築士　　登録第244140号）
（構造設計一級建築士　第7059号）

（一級建築士　　登録第361974号）
（設備設計一級建築士　第5999号）

山本　篤史

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

国保中央病院設備改修工事

A1:1／300

A3:1／600

附近見取図・配置図

敷地境界線

敷
地
境
界
線

スロープ

±０

２
０

０
０

６
７
０

０

１
２
０

０
８

７
０
０

歩道

水路

幅員　４．０００Ｍ

前面道路

道路境界線

道路境界線

６
３

０
０

６２５０

植込

±０

－３００

－５０

－３４０ －３３０

スロープ

８
７

０
０

１

敷
地
境

界
線

光　庭

１
５

５
０

スロープ

＋１００

UP

敷
地

境
界

線

スロープ スロープ

スロープ

±０

±０＋５７０

スベリ台

避難用

スロープ

スロープ

歩
道

３５００

５
０

０
０

受水槽置場

タンク置場

液酸

排水処理場

オイルタンク

敷地境界線
水路

１３５台

職員駐車場

±０

下部

流量調整桝

４３０５０ ３８０

１１９０

１
４
１

０
０

上部渡廊下

２
５
９

５
０

７
８

０
０

８
２

１
０

９
９

４
０

１
０

０
０

２８００

ス
ロ
ー

プ

12

屋上防水改修範囲

改修場所を示す。

前面道路加工前平成４年度時点の道路境界線を示す

凡　例

Ｎ

緩 和 ケ ア 病 棟

宿 舎 棟

プ ロ パ ン 庫

渡 廊 下

自 転 車 置 場

病 院 本 館

Ａ－０４

附近見取図　　1/2500

配置図　　1/300



便所

寝台用EV 人荷用EVPS
配膳用EV

煙突

PS

PS

PS-50

パントリー

職員食堂一般食堂

廊下

ネットフェンスH=1200

カウンター

PS

上部

ﾊﾄ小屋

吹　抜

吹　抜 吹　抜

ﾊﾄ小屋

ＥＶ機械室（Ａ）

階段（Ａ）

階段（Ａ） 階段（Ｂ）

ＥＶホール

第二階段

ネットフェンス

ＥＶ機械室（Ｂ）

ﾀﾗｯﾌﾟ ﾀﾗｯﾌﾟ

スベリ台

立上り

便所

屋上陸屋根１ 屋上陸屋根２

屋上陸屋根３

勾配屋根２

勾配屋根１

屋上陸屋根４

屋上陸屋根（西）

屋上陸屋根（東）

甲

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

66,000

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

１ ２

Ｆ

Ｇ

6
,
0
0
0

５ ６ ７ ８

6,000 6,000 6,000

18,000

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

6
,
0
0
0

1
7
,
5
0
0

7
,
0
0
0

4
,
5
0
0

7
,
0
0
0

Ｅ

Ｆ

Ｇ

1
3
,
0
0
0

6
,
0
0
0

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

５ ６ ７ ８ ９

6,000 6,000 6,000 6,000

24,000

6,000

3,000 3,275 2,725 3,000

2
,
37

5
3
,
62

5

3,
2
50

2,
7
50

925 5,075

基礎：400×4,300　4本
基礎：300×1,500　4本

基礎：700×1,200

基礎：1,020×2,040

基礎：4,600×1,000

基礎：4,600×1,000

基礎：4,600×1,050

基礎：1,550×1,250

基礎：1,800×2,000 基礎：2,300×3,000基礎：2,300×3,000

3,000 3,000 3,000 3,000

1,100 1,900

改修場所を示す。

改修対象外場所を示す。

改修前・改修後　塔屋屋根伏図　 1/100

改修前・改修後　7階平面図　1/100

改修前・改修後　塔屋階平面図　1/100

凡　例

①OTプライマーA　0.2kg/㎡

③エクスパンド　R　1.5kg/㎡

④エクスパンド　R　1.5kg/㎡

⑤OTコートシリコーンクール　0.2kg/㎡

(立上り部)

①OTプライマーA

②エンドラップテープ（入隅部）

③エクスパンド　T　1.4kg/㎡

④エクスパンド　T　1.4kg/㎡

⑤OTコートシリコーンクール　0.2kg/㎡

②オルタックシートGS/テープGS（シートジョイント部）/OTシール（入隅部）

（平面部）

高強度
ウレタン塗膜防水

(絶縁工法)
工程表

　

撤去工事 下地調整工事

既存　端末押え金物撤去

既存　横型ドレン撤去　1ヶ所

　

下地全面清掃

　

屋上陸屋根3

既存　加硫ゴム系シート防水層全撤去

下地全面仮防水材塗布(既存防水撤去面)

基礎天端・ハト小屋天端

樹脂モルタルノロ引き

撤去工事 下地調整工事

既存　端末押え金物撤去

既存　横型ドレン撤去　1ヶ所

　

下地全面清掃

　

既存　加硫ゴム系シート防水層全撤去

下地全面仮防水材塗布(既存防水撤去面)

基礎天端・ハト小屋天端

樹脂モルタルノロ引き

屋上陸屋根4

撤去工事 下地調整工事

既存　塩ビシート防水層全撤去

既存　端末押え金物撤去

既存　横型ドレン撤去　1ヶ所

　

下地全面清掃

下地全面仮防水材塗布

　

　

　

撤去工事 下地調整工事

屋上陸屋根1

既存　塩ビシート防水層全撤去

既存　端末押え金物撤去

既存　横型ドレン撤去　1ヶ所

　

下地全面清掃

下地全面仮防水材塗布

　

　

　

屋上陸屋根2

防水工事

平面部　高強度ウレタン塗膜防水(絶縁工法)

立上り部・側溝部・架台部　同上立上り仕様(密着工法)

　

改修用ドレン　横型100φ用(キャップ共)　1ヶ所

脱気装置　1ヶ所

防水工事

平面部　高強度ウレタン塗膜防水(絶縁工法)

立上り部・側溝部・架台部　同上立上り仕様(密着工法)

　

改修用ドレン　横型100φ用(キャップ共)　1ヶ所

脱気装置　1ヶ所

脱気装置　1ヶ所

改修用ドレン　横型100φ用(キャップ共)　1ヶ所

　

立上り部・側溝部・架台部　同上立上り仕様(密着工法)

防水工事

脱気装置　1ヶ所

改修用ドレン　横型100φ用(キャップ共)　1ヶ所

　

立上り部・側溝部・架台部　同上立上り仕様(密着工法)

平面部　高強度ウレタン塗膜防水(絶縁工法)

防水工事

既存　伸縮目地撤去

既存　端末押え金物撤去

撤去工事

既存　縦型ドレン撤去　14ヶ所

目地部アルミプレート貼りt=3.0

ドレン廻り斫りモルタル補修

立上り部・側溝部・架台部　樹脂モルタルノロ引き

平面部　樹脂モルタルにて補修(2mm程度)

下地調整工事 防水工事

平面部　高強度ウレタン塗膜防水(絶縁工法)

脱気装置　12ヶ所

　

改修用ドレン　縦型100φ用(キャップ共)　14ヶ所

下地全面高圧水洗浄

既存　立上り防水層(H360)撤去 立上り部(H=360)・側溝部・架台部　同上立上り仕様(密着工法)

平面部　高強度ウレタン塗膜防水(絶縁工法)

7階屋上陸屋根　（東）、（西）　

国保中央病院設備改修工事

屋上防水改修図 A1:1／100

A3:1／200

矢口　正宏

山本　篤史

【構造関係規定に関わる部分が適合する】

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

（一級建築士　　登録第244140号）
（構造設計一級建築士　第7059号）

（一級建築士　　登録第361974号）
（設備設計一級建築士　第5999号）

Ａ－０５


